
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  期限切れ繰越欠損金 

Ｑ：当社では会社を清算することを検討し

ています。会社に対する貸付金があり、これ

を債務免除してもらいますと財産もないのに

法人税が課税されることになります。何か方

法はありませんか？                                    

  

Ａ：期限切れ繰越欠損金を活用することが

できます。 

【解説】 

お尋ねのように、債務超過会社が清算する

過程で債務免除が行われた場合、青色欠損金

の繰越控除の適用だけで収まる場合はいいの

ですが、それだけでは収まりきらず、利益が

出てしまうというような場合もあります。そ

ういう場合には、財産がないにもかかわらず

法人税が課されてしまうという不都合が生ず

ることがあり問題となっていました。 

そこで、平成22年度の税制改正において、

残余財産がない場合には期限切れ欠損金の損

金算入が認められることとなったのです。 

期限切れ欠損金とは、次の①から②を差し

引いた金額になります。 

 ①適用事業年度終了のときにおける前事業年

度以前の事業年度から繰り越された欠損金

の合計額 

 ②青色欠損金の繰越控除又は災害損失欠損金

の繰越控除の規定により適用年度の所得の

金額の計算上、損金の額に算入される欠損

金額 

  なお、この制度は、青色でも白色でも適用

があります。 
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